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よ
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豊
北
町
加
入

区

下
関
市
豊
北

一

同
意
を
求
め
る
た
め
、
次
の
一

当
該
届
出
に
係
る
指
定
漁
船

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

一

届
出
事
項

加
入
区

発

住
大
字
矢

北
町
大

及
び
豊

山
口
県
告
示
第
四
百
五
十
九

漁
船
損
害
等
補
償
法
施
行
令

り
、
漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭

田
町
大

野
、
豊

字
高
山

町
大
字

豊
田
町

庭
田
、

町
大
字

道
、
豊

「
豊
北
町
加
入
区

豊
浦

字
神

粟
野

「
豊
北
町
加
入
区

下
関
市

町
大
字

光
、
豊

字
宇
内

町
大
字
北
宇
賀
三
五
二
四
の

田

の
と
お
り
事
前
届
出
が
あ
っ
た
。

調
書
は
、
次
の
二
に
よ
り
縦
覧
に

日

山
口

起

人

所

氏

玉
、
豊
北
町
大
字
神
田
、
豊
北
町

字
粟
野
、
豊
北
町
大
字
滝
部
、
豊

北
町
大
字
北
宇
賀

号（
昭
和
二
十
七
年
政
令
第
六
十
八

和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）

字
城
戸
、
豊
田
町
大
字
金
道
、
豊

田
町
大
字
地
吉
、
豊
田
町
大
字
鷹

、
豊
田
町
大
字
手
洗
、
豊
田
町
大

殿
敷
、
豊
田
町
大
字
中
村
、
豊
田

大
字
西
市
、
豊
田
町
大
字
西
長
野

豊
田
町
大
字
萩
原
、
豊
田
町
大
字

日
野
、
豊
田
町
大
字
杢
路
子
、
豊

田
町
大
字
矢
田
、
豊
北
町
大
字
神

郡
豊
北
町
の
う
ち
大
字
北
宇
賀
の

田
上
、
大
字
矢
玉
、
大
字
神
田
、

の
う
ち
字
浦
、
字
外
久
保

豊
田
町
大
字
阿
座
上
、
豊
田
町
大

一
ノ
俣
、
豊
田
町
大
字
稲
見
、
豊

田
町
大
字
今
出
、
豊
田
町
大
字
浮

、
豊
田
町
大
字
江
良
、
豊
田
町
大

一
合

中

源
治

山
口
県
漁
業
協
同
組

供
す
る
。

県
知
事

二

井

関

成

名

漁
船
損
害
等
補
償
法

百
十
三
条
第
一
項
の

出
を
す
る
漁
業
協
同

大
字
阿
川
、
豊

北
町
大
字
田
耕

」

号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に

第
百
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

田
町
大
字
佐

子
、
豊
田
町
大

字
殿
居
、
豊
田

町
大
字
楢
原
、

、
豊
田
町
大
字

東
長
野
、
豊
田

田
町
大
字
八

田
上
、
豊
北
町

に
改
め
る
。

う
ち
字
二
見
、
大

大
字
阿
川
、
大
字

」
を

字
荒
木
、
豊
田

田
町
大
字
稲

石
、
豊
田
町
大

字
大
河
内
、
豊

合 第申組 よる

告

示



平成 年 月 日 火曜日

山
道

路
のそ

お
い

山 口

道路道
下か同

（定期）県 報

山
備
特

一
項そ

び
山

第 号

二
豊区

山
口
県
告
示
第
四
百
六
十
一
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

区
域
を
変
更
す
る
。

の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
七
年
八

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

路
の
種
類

県
道

線

名

福
浦
港
金
比
羅
線

路
の
区
域

区

間

関
市
伊
崎
町
二
丁
目
二
八
三
の
二
地
先

ら市

同
町
二
八
三
の
六
地
先
ま
で

口
県
道
路
公
社
が
道
路
法
（
昭
和

別
措
置
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
七
年
八

口
県
道
路
公
社
に
お
い
て
一
般
の

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

〃

豊
北
町
大
字

指
定
漁
船
調
書
の
縦
覧

加
入
区

縦

北
町
加
入

平
成
十
七
年
八
月
二

口
県
告
示
第
四
百
六
十
号

八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の

月
二
十
三
日
か
ら
一
月
間
山
口

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

延（
メ

旧

最
狭

三
二
・
二

最
広

六
四
・
六

新

最
狭

三
二
・
二

最
広

八
〇
・
七

二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）

第
七
号
）
第
七
条
の
十
九
に
お

路
の
区
域
を
変
更
し
た
。

月
二
十
三
日
か
ら
一
月
間
山
口

縦
覧
に
供
す
る
。

山
口
県
知

神
田
二
二
〇
〇

築
山

覧

期

間

十
三
日
か
ら
同
年
九
月
六
日
ま

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

長

ー
ト
ル
）

備

考

二
八
・
四

二
八
・
四

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

第
十
八
条
第
一
項
及
び
道
路
整

い
て
準
用
す
る
同
法
第
七
条
第

県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
及

事

二

井

関

成

育
祐

縦

覧

場

所

で

山
口
県
漁
業
協
同
組
合

路
線
名

供

用

山
口
県
告
示
第
四
百
六
十
二

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法

路
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
平
成
十

び
山
口
県
道
路
公
社
に
お
い
て

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

区
萩
市
大
字
椿
東
字
無
田
口
二
六
八
〇

六
地
先
か
ら

同
市
同
大
字

同
字
二
六
八
〇
の
一

ま
で

萩
市
大
字
椿
東
字
無
田
口
二
六
七
九

地
先
か
ら

同
市
同
大
字
字
船
津
二
四
二
三
地
先

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

萩
川
上
線

道
路
の
区
域

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

道
路
の
種
類

県
道

路

線

名

萩
篠
生
線

道
路
の
区
域

区

開

始

の

区

号
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二

七
年
八
月
二
十
三
日
か
ら
一
月
間

一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

日

山
口

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

の
一

旧

最
狭

一
六
・
一

最
広

三
七
・
四

地
先

新

最
狭

一
七
・
三

最
広

三
七
・
四

の
一

旧

最
狭

八
・
七

最
広

三
九
・
〇

ま
で

新

最
狭

一
六
・
四

最
広

三
九
・
〇

日

山
口

間

旧
新
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）

間

供
用
開
始
の
期
日

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り

山
口
県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課

県
知
事

二

井

関

成

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

四
九
・
二

四
九
・
二

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

二
七
〇
・
一

二
七
〇
・
一

道
路
改
良
工
事
の

完
了
に
よ
る
。

県
知
事

二

井

関

成

延

長

（
メ
ー
ト
ル
）

備

考

二

道及
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に
供
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（
四特

り
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四
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山 口 県

萩路県萩

（定期）報

そ
お
い路県

第 号

県福羅山
道

路
の

し
ま
す
。

公

四
四
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部

篠
生
線

同
市
同
大
字

同
字
二
四

線
名

供

用

道

川
上
線

萩
市
大
字
椿
東
字
無
田
ヶ

同
市
同
大
字
字
無
田
口
二

の
関
係
図
面
は
、
平
成
十
七
年
八

て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

線
名

供

用

道

萩
市
大
字
椿
東
字
船
津
二

道

浦
港
金
比

線

下
関
市
伊
崎
町
二
丁
目
二

同
市

同
町
二
八
三
の
六

口
県
告
示
第
四
百
六
十
三
号

路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百

供
用
を
開
始
す
る
。

告

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
宇
部

二
三
地
先
ま
で

開

始

の

区

間

原
二
七
六
一
の
二
地
先
か
ら

六
八
〇
の
一
地
先
ま
で

月
二
十
三
日
か
ら
一
月
間
山
口

山
口
県
知

開

始

の

区

間

四
六
八
の
八
地
先
か
ら

八
三
の
二
地
先
か
ら

地
先
ま
で

八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の

項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
十
月

県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

十
四
日

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
八
月
二

十
四
日

県
土
木
建
築
部
道
路
整
備
課
に

事

二

井

関

成

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
八
月
二

平
成
十
七
年
八
月
二

十
四
日

規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
道

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

広
く
一
般
市
民
に
対
し
て

す
る
た
め
に
国
家
資
格
等
を

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

（
四
四
五
）
特
定
非
営
利
活
動

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、

十
一
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環

覧
に
供
し
ま
す
。

代

表

者

の

氏

名

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

有
帆
地
区
に
お
け
る
高
齢

域
で
そ
れ
ぞ
れ
自
立
し
て
い

を
行
う
と
と
も
に
、
文
化
及

動
を
通
じ
て
男
女
共
同
参
画

の
増
進
及
び
生
活
環
境
の
改

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
四
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利

名

称
、
市
民
生
活
上
で
抱
え
る
様
々
な

有
し
て
い
る
等
豊
富
な
知
識
及
び

日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

明
日
な
ろ
会

青
木

幸
一

宇
部
市
恩
田
町
二
丁
目
二
番

法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条

立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た

第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に

境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口

有
田

光
枝

山
陽
小
野
田
市
大
字
有
帆
九

者
及
び
子
ど
も
達
が
楽
し
く
暮
ら

く
こ
と
が
で
き
る
ま
ち
づ
く
り
に

び
芸
術
等
の
振
興
、
環
境
の
保
全

社
会
の
形
成
を
図
り
、
も
っ
て
住

善
等
に
寄
与
す
る
こ
と
。

日

山
口

活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏

有
帆
会

三

疑
問
及
び
不
安
等
の
諸
問
題
に
対

経
験
を
持
つ
専
門
家
及
び
そ
の
関

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

一
五
号

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

。掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
十

県
宇
部
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

二
六
番
地
の
五

し
や
す
い
社
会
生
活
を
お
く
り
、

関
す
る
施
策
の
提
言
及
び
支
援
活

並
び
に
災
害
時
の
救
援
活
動
等
の

み
よ
く
楽
し
い
ま
ち
づ
く
り
、
福

県
知
事

二

井

関

成

名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

処係 お月縦 地動活祉

公

告



平

三

成 年 月 日 火曜日

一二

山 口

（
四特

り
特同

十
一

に
供

（定期）県 報

三
済ネ涯

第 号

者市り
一二

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
九
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

名

称

山

代

表

者

の

氏

名

澄

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩

四
六
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の

定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十

定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認

項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活

し
ま
す
。

名

称

代

表

者

の

氏

名

松

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

宇

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

年
少
者
か
ら
高
齢
者
ま
で
の
地
域

学
及
び
経
営
学
を
ベ
ー
ス
と
し

ッ
ト
及
び
情
報
技
術
の
活
用
促
進

学
習
の
充
実
及
び
経
済
活
性
化
等

等
が
、
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
主

民
の
不
安
を
解
消
し
、
安
心
し
て

に
寄
与
す
る
こ
と
。

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
九
日

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法

山
口
県
知

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

川
海
の
田
万
川
住
民
フ
ォ
ー
ラ

川

俊

市
大
字
中
小
川
六
一
一
番
地

設
立
の
認
証
の
申
請

年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一

証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ

部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
萩

ほ
ほ
え
み

野

成
悟

部
市
野
原
二
丁
目
二
番
三
七

の
す
べ
て
の
人
々
並
び
に
各
種

た
社
会
教
育
の
実
施
及
び
推
進
を

を
支
援
す
る
活
動
を
行
い
、
も

に
寄
与
す
る
こ
と
。

体
と
し
て
助
言
、
啓
発
及
び
支

暮
ら
せ
る
地
域
社
会
の
実
現
及

人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及

事

二

井

関

成

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ム 項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

る
書
類
は
、
平
成
十
七
年
十
月

県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧

一
二
号

団
体
及
び
組
織
に
対
し
て
、
経

行
う
と
と
も
に
、
イ
ン
タ
ー

っ
て
地
域
社
会
の
情
報
化
、
生

援
等
の
事
業
を
行
い
、
も
っ
て

び
福
祉
の
充
実
し
た
ま
ち
づ
く

び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
四
年
十
二
月
十
九

（
四
四
八
）
土
地
改
良
事
業
の

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

一

事
業
の
名
称

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育

〃

大た

〃

滝た

〃

植暗

美
東
町

美河ほ

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

土
地
改
良
事
業
を
行
っ

た
者
の
名
称
又
は
氏
名

美
祢
市

野た

〃

滝地た

地
域
住
民
と
協
働
し
つ
つ

も
に
、
他
の
河
川
流
域
及
び

を
行
い
、
も
っ
て
過
疎
化
が

（
四
四
七
）
土
地
改
良
事
業
の

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の

日 工
事
の
完
了

事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

日

山
口

成
基
盤
整
備
事
業
（
第
一
換
地
区

羽
山
地
区

め
池
の
整
備

平
成
一
五
、

〃

口
地
区

め
池
の
整
備

〃

〃

柳
地
区

き
ょ
排
水

〃

一
〇

東
北
部
（
中

内
）
地
区

場
の
整
備

平
成
一
一
、
〃

日

山
口

事
業
の
名
称

工
事
着
手
時
期

口
地
区

め
池
の
整
備

平
成
一
四
、

七

の
上
（
中
）

区め
池
の
整
備

〃

〃

田
万
川
流
域
及
び
沿
岸
地
域
の
環

沿
岸
地
域
と
連
携
し
、
新
た
な
循

進
む
地
域
社
会
の
活
性
化
へ
貢
献

工
事
の
完
了
の
届
出

年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
百
十

工
事
の
完
了
の
届
出
が
あ
り
ま
し

県
知
事

二

井

関

成

）

七

平
成
一
七
、

三
、
一

〃

〃

〃

〃

、

一

平
成
一
六
、

〃

三

二
〇

平
成
一
四
、

〃

二

県
知
事

二

井

関

成

工
事
完
了
時
期

、
一
〇

平
成
一
六
、

三
、
二

〃

〃

九
、
三

境
改
善
に
関
す
る
事
業
を
行
う
と

環
型
社
会
づ
く
り
に
向
け
て
の
活

す
る
こ
と
。

三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

た
。

四

五〇二 五〇 と動、



平成

家
習
会

年 月 日 火曜日

一二（
四

山 口 県

二一二

（定期）報

一二一

第 号

一二

畜
商
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第

を
次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

事
業
の
名
称

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
六
年
十
二
月
二
十
一
日

四
九
）
家
畜
商
講
習
会
の
開
催

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
六
年
十
月
七
日

事
業
の
名
称

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
五
年
八
月
二
十
六
日

事
業
の
名
称

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
七
年
三
月
二
十
五
日

事
業
の
名
称

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

事
業
の
名
称

県
営
日
積
地
区
担
い
手
育
成
基
盤

工
事
完
了
の
時
期

平
成
十
五
年
十
二
月
十
九
日

二
百
八
号
）
第
四
条
の
二
第
一

整
備
事
業
（
第
六
換
地
区
）

整
備
事
業
（
第
五
換
地
区
）

整
備
事
業
（
第
三
換
地
区
）

整
備
事
業
（
第
四
換
地
区
）

整
備
事
業
（
第
二
換
地
区
）

項
の
規
定
に
よ
り
、
家
畜
商
講

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き

山
口
県
農
林
部
畜
産
課
に
提

五

受
講
願
書
の
提
出
期
限

平
成
十
七
年
十
月
二
十
一

六

そ
の
他

こ
の
講
習
会
の
受
講
に
つ

三
四
三
六
）
又
は
最
寄
り

（
四
五
〇
）
家
畜
改
良
増
殖
法

家
畜
の
悪
癖
、
機
能
障
害
及
び

四

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る

相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙

ル
と
し
、
出
願
前
六
月
以
内

は
っ
て
、
県
内
に
居
住
す
る

に
、
県
外
に
居
住
す
る
者
に

午
後
五
時
ま
で

場
所

山
口
市
滝
町
一

三

講
習
の
科
目
及
び
時
間

科

家
畜
の
取
引
に
関
す
る
法
令

家
畜
の
品
種
及
び
特
徴

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三

一

講
習
の
対
象
と
な
る
者

家
畜
の
取
引
の
事
業
を
営

二

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

日
時

平
成
十
七
年
十

十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八

、
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の

出
す
る
こ
と
。

日
（
金
曜
日
）

い
て
の
問
合
せ
は
、
山
口
県
農
林

の
農
林
事
務
所
の
畜
産
部
に
す
る

の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を

疾
病

者
は
、
受
講
願
書
に
家
畜
商
講
習

及
び
写
真
（
縦
三
・
五
セ
ン
チ
メ

に
撮
影
し
た
無
帽
、
正
面
向
き
及

者
に
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
住
所
地

あ
っ
て
は
山
口
市
滝
町
一
番
一
号

番
一
号

山
口
県
庁
農
林
部
三
号

目

日

山
口

む
た
め
、
家
畜
商
の
免
許
を
受
け

一
月
八
日
（
火
曜
日
）
及
び
同
月

五

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林

通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

部
畜
産
課
（
電
話
〇
八
三

九
三

こ
と
。

交
付
し
た
旨
の
通
報 六

会
受
講
手
数
料
三
千
四
百
七
十
円

ー
ト
ル
、
横
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー

び
上
半
身
像
の
も
の
と
す
る
。
）

を
管
轄
す
る
農
林
事
務
所
の
畜
産

（
郵
便
番
号
七
五
三

八
五
〇
一

会
議
室時

間

四四

県
知
事

二

井

関

成

よ
う
と
す
る
者

九
日
（
水
曜
日
）
の
午
前
九
時
か

水 三 にトを部） ら



平

第
一

成 年 月 日 火曜日

〃第
一

〃第
一

〃第
一

〃第
一

〃

山 口

〃第
七

〃第
八

〃第
九

〃第
一

〃第
一

（定期）県 報

第
二

〃第
三

〃第
四

〃第
五

〃第
六

第 号

種番平
一
一第
一

〃

六
号

（
全
和
黒
原
三
四
七
四
）

二
号

幸
峰

三
号

黒
瀬

四
号

大
吉

五
号

幸
鶴
（
全
和
黒
原
三
二
〇
九
）

嘉
高
法

号

安
福
八
の
二

（
全
和
黒
原
三
三
〇
一
）

号

茂
重
波
五
の
二

（
全
和
黒
原
三
三
六
四
）

号

安
福
二
九
四

（
全
和
黒
一
二
七
〇
一
）

〇
号

安
晴
姫

（
全
和
黒
三
四
五
四
）

一
号

義
花

号

（
全
和
黒
原
三
五
一
〇
）

号

福
栄
二

（
全
和
黒
原
三
五
一
一
）

号

宮
気
高

（
全
和
黒
原
三
五
七
〇
）

号

安
福
太
郎

（
全
和
黒
一
三
三
四
九
）

号

安
福
二
二
二
の
九

（
全
和
黒
一
二
六
九
九
）

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

畜
証
明
書

号

名

七
山
口
県

号

安
福
五
七

（
全
和
黒
原
三
一
〇
一
）

安
福
五
の
三

九
、
二
八

〃

平
成
一
一
、

九
、

三
〃

〃

平
成
一
〇
、

〃

一
〇
〃

〃

平
成
一
三
、

六
、
一
五
〃

黒
毛
和
種
平
成
七
、

三
、
一
〇
兵

〃

〃

山

〃

平
成
七
、

五
、

二
鳥

〃

平
成
八
、

〃

二
〇
〃

〃

平
成
六
、

一
一
、
二
六
三

〃

平
成
八
、

三
、
一
〇
沖

和

種
平
成
一
六
、

〃

一
四
山

一
〇
、
一
一

〃

〃一
一
、

一
〃

〃

平
成
九
、

二
、

七
〃

〃

平
成
一
一
、

五
、
一
五
〃

〃

平
成
六
、

一
二
、

六
三

山
口
県
知

前

品

種

生
年
月
日

産

黒
毛
和
種
平
成
六
、

六
、
一
七
大

〃

平
成
八
、

鳥

〃

〃

〃〃

〃

〃山
根
和
夫

〃

〃〃

庫
県
二
級
美
祢
市
伊
佐
町
河
原

山
口
県
畜
産
試
験
場

口
県
一
級
〃

取
県
〃

〃〃

〃

〃〃

重
県
〃

〃〃

縄
県
〃

〃〃

口
県
級
外
萩
市
見
島

多
田
一
馬

〃

〃

〃〃

〃

〃〃

〃

〃〃

重
県
〃

〃〃

事

二

井

関

成

地

検
査
成
績

飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

分
県
二
級
萩
市
大
字
須
佐

有
限
会
社
キ
ャ
ト
ル

フ
ァ
ー
ム

セ
ン

タ
ー

取
県
〃

〃

第
三
五
号

（
日
豚

種
七
七
〇

〃第
三
一
号

正
乃
峰

〃第
三
二
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
九
九

（
日
豚

種
七
七
〇

〃第
三
三
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
九
九

（
日
豚

種
七
七
一

〃第
三
四
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
〇

（
日
豚

種
七
七
一

〃

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
〇

〃第
二
六
号

（
全
和
〇
三
子
受
卵

七
）

〃第
二
七
号

福
美
美

（
全
和
〇
三
子
受
卵

五
）

〃第
二
八
号

益
次
郎

（
全
和
〇
三
子
受
卵

五
）

〃第
二
九
号

豊
次
郎

（
全
和
〇
四
子
受
卵

八
）

〃第
三
〇
号

和
宝
駒

（
全
和
無
八
七
）

第
二
一
号

（
全
和
黒
原
四
二
二

〃第
二
二
号

高
平
藤

（
全
和
黒
原
四
三
五

〃第
二
三
号

北
次
郎

（
全
和
黒
原
四
四
五

〃第
二
四
号

常
次
郎

（
全
和
黒
一
三
七
八

〃第
二
五
号

美
福
栄

（
全
和
黒
原
四
五
三

重
糸
高

〃第
一
七
号

景
清
（
全
和
黒
原
三
五
〇

〃第
一
八
号

東
平
福

（
全
和
黒
一
三
二
一

〃第
一
九
号

北
乃
勝
閧

（
全
和
黒
原
四
〇
八

〃第
二
〇
号

平
重
福

（
全
和
黒
原
四
一
五

〃

糸
幸

九
九
）

三
、
一

和

種
平
成
一
四

一
二
、
一

二
八

〇
六
）

ラ
ン
ド

レ
ー
ス
種
平
成
一
一

五
、
三

四
七

〇
三
）

〃

〃
九
、

一
四

〇
〇
）

〃

平
成
一
二

一
、
二

四
五

〃

〃

山
黒
一
五
〇
〇
〃

〃一
二
、
二

山
黒
一
五
〇
一
〃

平
成
一
五

六
、

山
黒
一
五
〇
三
〃

〃
八
、

山
黒
一
五
〇
〇
〃

平
成
一
六

一
、
二

無
角
和
種
平
成
一
〇

三
、
二

六
）

六
、
一

六
）

〃

平
成
一
三

二
、

二
）

〃

〃
九
、
二

四
）

〃

平
成
一
四

三
、

五
）

〃

〃
五
、
二

〇
）

〃

平
成
八
、

五
、

九
）

〃

平
成
一
〇

三
、

五
）

〃

平
成
一
一

四
、
二

七
）

〃

〃
八
、
二

〃

平
成
一
二

九

〃

、二
〃

級
外
〃〃

、一
〃

二
級
〃〃

五
〃

〃

〃〃

、四
〃

〃

〃〃

〃

〃

〃

八
〃

二
級
〃〃

、一
〃

一
級
〃〃

六
〃

二
級
〃〃

、六
〃

一
級
〃〃

、五
〃

〃

〃〃

〇

〃

、七
〃

〃

〃〃

二
〃

〃

〃〃

、四
〃

〃

〃〃

一
〃

〃

〃〃

四
島
根
県
二
級
〃〃

、六
山
口
県
〃

〃〃

、九
〃

〃

〃〃

五
〃

一
級
〃〃

、
〃

〃

〃 六



平成

二

年 月 日 火曜日

定
に

一平

山 口 県

〃第
四

〃第
四

（
四山

（定期）報

〃第
四

〃第
四

〃第
四

〃第
四

〃第
四

第 号

〃第
三

〃第
三

〃第
三

〃第
三

午

講
習
科
目
及
び
時
間

基
づ
き
、
屋
外
広
告
物
講
習
会
を

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日

講
習
会
の
日
時
及
び
場
所

日

成
十
七
年
十
一
月
十
日
（
木
曜
日
）
午

（
日
豚

種
三
五
〇
五
〇

五
号

サ
ク
ラ
二
〇
一
ア
イ
チ
〇

〇
三
八
三

（
日
豚

種
三
七
三
七
三

六
号

サ
ク
ラ
二
〇
一
ア
イ
チ
〇

〇
四
五
九

（
日
豚

種
三
七
三
七
四

五
一
）
屋
外
広
告
物
講
習
会
の
開

口
県
屋
外
広
告
物
条
例
（
昭
和
四

〇
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
二

五

（
日
豚

子
〇
〇
八
六
二

一
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
二

五

（
日
豚

子
〇
〇
八
六
二

二
号

ヤ
マ
チ
ク
ダ
ブ
リ
ュ
ー
九

一
〇
（
日
豚

種
三
六
五
三
五

三
号

ア
ワ
ヨ
ー
ク
ニ
ク
シ
一
四

三（
日
豚

種
三
七
〇
二
二

四
号

サ
ク
ラ
二
〇
一
ア
イ
チ
九

〇
〇
七
四

六
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
一

二

（
日
豚

種
七
七
一
〇
一

七
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
一

五

（
日
豚

種
七
七
二
一
一

八
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
一

八

（
日
豚

種
七
七
三
一
四

九
号

ア
キ
ヨ
シ
エ
ル
〇
一

九

（
日
豚

種
七
七
二
一
四

後
五
時
三
十
分
ま
で

次
の
と
お
り
開
催
し
ま
す
。

山
口
県
知

時

前
九
時
四
十
五
分
か
ら

山

）一

一
七

）

〃

平
成
一
三
、

一
〇
、
一
八
〃

一

一
七

）

〃

〃一
一
、

八
〃

催十
一
年
山
口
県
条
例
第
四
十
一

一六
）

〃

平
成
一
四
、

九
、
二
〇
〃

五八
）

〃

〃一
一
、

五
〃

九

六
〇

）

大
ヨ
ー
ク

シ
ャ
ー
種
平
成
一
一
、

〃

九
〃

三
七

）

〃

平
成
一
四
、

七
、
一
一
徳

八

一
七
デ
ュ
ロ
ッ

ク
種

平
成
一
〇
、

五
、
二
一
愛

七）

〃

平
成
一
三
、

二
、

八
〃

九）

〃

〃
七
、
一
六
〃

一）

〃

〃
八
、
二
一
〃

三）

〃

〃一
〇
、
一
七
〃

山
口
県
庁
視
聴
覚
室

事

二

井

関

成

場

所

口
市
滝
町
一
番
一
号

〃

〃〃

〃

〃〃

号
）
第
二
十
三
条
第
一
項
の
規

〃

〃〃

〃

〃〃

〃

〃〃

島
県
〃

〃〃

知
県
〃

〃〃

〃

〃〃

〃

〃〃

〃

〃〃

〃

〃〃

三
三

三
七
二
五
）
又
は

四

受
講
申
込
書
の
受
付
期
間

平
成
十
七
年
十
月
三
日
（

十
月
二
十
八
日
ま
で
の
消
印

五

そ
の
他

受
講
案
内
及
び
受
講
申

計
画
課
又
は
最
寄
り
の
土

「
屋
外
広
告
物
講
習
会
」

を
同
封
す
る
こ
と
。

こ
の
講
習
会
に
つ
い
て

三

受
講
の
手
続

講
習
を
受
け
よ
う
と
す
る

規
則
第
五
号
）
第
十
五
条
に

講
手
数
料
三
千
二
百
五
十
円

い
こ
と
。
）
及
び
写
真
（
縦

月
以
内
に
撮
影
し
た
無
帽
、

す
る
こ
と
。
）
を
は
っ
て
、

提
出
す
る
こ
と
。

科

屋
外
広
告
物
に
関
す
る
法
令

屋
外
広
告
物
の
表
示
に
関
す
る
事

屋
外
広
告
物
の
施
工
に
関
す
る
事最

寄
り
の
土
木
事
務
所
に
す
る
こ

月
曜
日
）
か
ら
同
月
二
十
八
日
（

の
あ
る
も
の
は
、
有
効
と
す
る
。

込
書
の
請
求
は
、
山
口
市
滝
町
一

木
事
務
所
に
す
る
こ
と
。
郵
便
で

と
朱
書
し
、
八
十
円
分
の
切
手
を

の
問
合
せ
は
、
山
口
県
土
木
建
築

者
は
、
山
口
県
屋
外
広
告
物
条
例

規
定
す
る
屋
外
広
告
物
講
習
会
受

に
相
当
す
る
山
口
県
収
入
証
紙
（

五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四

正
面
向
き
及
び
上
半
身
像
の
も
の

そ
の
者
の
住
所
地
を
管
轄
す
る
土

目

項項

七

と
。

金
曜
日
）
ま
で
（
郵
送
の
場
合
は

）番
一
号

山
口
県
土
木
建
築
部
都

請
求
す
る
場
合
は
、
封
筒
の
表

は
っ
た
あ
て
先
明
記
の
返
信
用
封

部
都
市
計
画
課
（
電
話
〇
八
三

施
行
規
則
（
昭
和
四
十
二
年
山
口

講
申
込
書
に
屋
外
広
告
物
講
習
会

こ
の
収
入
証
紙
に
は
、
消
印
を
し

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
と
し
、
申
込
前

と
す
る
。
裏
面
に
は
、
氏
名
を
記

木
事
務
所
の
長
を
経
由
し
て
知
事

時

間二二二

、市に筒九 県受な六入に



平
成
十

平
成
十
七
年
八
月
二
十
三
日
印
刷

七
年
八
月
二
十
三
日
発
行

発
行
所

山

口

県

発
行
人

山
口
県
知
庁

定
価
一
箇
月

金
二

事

千
七
百
円
（
送
料
共
）


